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産業構造審議会保安分科会ガス安全小委員会ガスシステム改革保安対策ＷＧ（第６回） 

議事録 

 

日時：平成２８年５月３１日（火） １０：００～１１：５０ 

場所：経済産業省 別館９階 ９４４各省庁共用会議室 

議題： 

（１）ガスシステム改革保安対策ＷＧ報告書（案）について 

（２）ガス事業者間における保安の確保のための連携及び協力に関するガイドラインについ

て 

（３）ガス小売事業者が作成する保安業務規程について 

（４）その他 

 

 

○大本ガス安全室長  それでは、定刻となりましたので、ただいまから「第６回産業構

造審議会保安分科会ガス安全小委員会ガスシステム改革保安対策ＷＧ」を開催いたします。 

 議事進行につきましては、倉渕座長よろしくお願いいたします。 

○倉渕座長  おはようございます。 

 前回は、「ガス事業者間の連携・協力に関するガイドライン」、「ガス小売事業者が作成

する保安業務規程」などについて御審議いただきました。委員の皆様からさまざまな御意

見をいただきましたので、今回はその内容を踏まえて再度御審議いただくとともに、これ

までのＷＧでの審議経過を取りまとめた報告書について御審議いただきます。 

審議に当たり、委員の皆様の御協力をよろしくお願いいたします。 

それでは、まず事務局より配付資料の確認をお願いいたします。 

○大本ガス安全室長  まず本日は、ＷＧの定足数に達していますことを御報告いたしま

す。また本日は、西部ガス株式会社執行役員供給部長下村彰様、一般財団法人日本ガス機

器検査協会教育講習部長の森下浩二様にオブザーバーとして御出席いただいてございます。

続きまして、配付資料の確認をいたします。 

「配付資料一覧」のとおり資料１～資料４―４まで、また参考資料１～参考資料６まで

ございます。委員の皆様の机の上に置いていますiPadにより電子媒体を御覧いただく形式

とさせていただいてございます。御不明な点がありましたら、事務局まで御連絡ください。 
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○倉渕座長  それでは、本日の議事に先立ちまして「平成28年熊本地震における都市ガ

ス事業者の初動・復旧対応状況」について、日本ガス協会金子専門委員から説明をお願い

いたします。 

○金子専門委員  ありがとうございます。それでは、参考資料１を用いまして説明をさ

せていただきます。前回（４月26日）の、このＷＧで中間報告をさせていただきました、

熊本地震における都市ガス事業者の対応状況について御説明を申し上げます。 

 ２ページを御覧ください。御存知のとおり、今回の地震の特徴は震度７クラスの地震が

２度発生したということであります。４月16日に発生した本震ではマグニチュード7.3を

記録しており、前震と呼ばれている４月14日の地震と比べても規模の大きな地震が起きた

ということが言えます。 

 この図は、震度階の分布を示したもので、右側の表にありますように、西部ガスの供給

エリアには赤字で示した行政区が多数含まれております。 

 ３ページを御覧ください。左の地図は、前回もお示ししたものです。右の表に本震によ

って観測された最大加速度、最大ＳＩ値を追記しております。供給停止をした西部ガス熊

本支社管内では、最大加速度1,476gal、最大ＳＩ値135kineと突出した値が記録されてい

ます。 

 ４ページを御覧ください。この図も前回御説明しましたが、赤く塗った部分では60kine

以上のＳＩ値を記録したため、二次災害防止のために供給を停止いたしました。青く塗っ

た部分はガス管や建物の耐震性が高い地域、いわゆる高耐震ブロックで、供給停止判断基

準を80kineまで引き上げる特例措置が採られていたため供給が継続されました。 

 ５ページを御覧ください。４月14日～４月20日までの対応状況は前回も御報告しました

が、本震発災直後に日本ガス協会の救援体制が敷かれ、救援隊が派遣されました。救援隊

は、現地に到着し次第西部ガス復旧隊と連携して被害状況調査等復旧作業を開始しました。

この間、西部ガスでは、４月17日に移動式ガス発生設備による病院等への臨時供給を開始、

また４月19日に低圧の閉栓作業を完了し、４月20日には供給再開を希望する全ての中圧の

お客様への供給を再開いたしました。 

 ６ページを御覧ください。４月21日に低圧復旧完了の見込みを５月８日と発表いたしま

した。その後の作業が進む中で、より早期の復旧に目途が立ったことから、４月27日の時

点で復旧完了見込みを４月30日に前倒しすることを公表いたしました。発災当日から数え

て15日目の４月30日には、予定通り低圧導管網の復旧を完了しました。 
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 ただ、御不在のお客様が多数存在したことから、内管修繕と開栓隊の応援を５月３日ま

で延長し、予定の作業を終えて５月３日に日本ガス協会対策本部を解散いたしました。 

 当初は、西部ガス復旧隊と日本ガス協会復旧応援隊を合わせて約3,600名体制で復旧を

開始しました。その後、復旧の進捗状況に応じて必要な要員を増員し、ピークとなった４

月25日には約4,600名体制で復旧活動を行っています。 

 また、復旧までのお客様支援策として、広域融通を含む127台の移動式ガス発生設備を

現地に搬入し、病院等の優先需要家に対応しました。ただ、本支管の早期復旧による設置

が不要になったことや、設置スペースが確保できないといった理由で実際に設置されたの

は34件にとどまりました。 

 また、カセットコンロ２万台を手配し、お客様の御要望に応じた戸別配付、また自治体

等を通じた避難所等への配付を行いました。 

 ７ページを御覧ください。初動・復旧の状況を時系列に御紹介いたします、左の写真は、

導管網の健全性確認、修理に先立って全てのお客様宅を訪問して、メーター上流側のガス

栓を閉止する作業です。中央の写真は、導管網を復旧に適した規模にするためバルブの閉

止やガス管の切断により、お客様件数で2,000件～3,000件程度の地域に分割する工事です。

右の写真は、分割された地域単位で導管網を検査し、もし被害を受けている箇所があれば

修繕をする工事を示したものです。 

 ８ページを御覧ください。前のページで説明した作業と並行して、救急指定病院などの

社会的重要度が高いお客様には、左の写真のように移動式ガス発生設備を使った臨時供給

を行います。中央の写真は、導管網の健全性が確認できた地域から順に地区ガバナを再稼

働して低圧導管網にガスを送り込んでいる様子です。その後、右の写真のように全てのお

客様宅を訪問し、メーター下流側のガス管の健全性と給排気設備の確認を行い、ガスを安

全にお使いいただけることを確認した上で開栓をします。 

 ９ページを御覧ください。今回の復旧体制を図示したものです。対策本部の指揮下に九

州の各事業者を含む西部ガス隊と、それ以外のガス事業者から派遣された日本ガス協会救

援対策隊が組織されました。 

 各隊は、原則として分担された地域での復旧に当たりましたが、復旧の進捗状況によっ

て随時相互応援を行うなど、連携してガス導管の修繕、閉開栓などの復旧作業に当たりま

した。また、食料、宿泊、広報、ＩＴなどの後方支援を行う総務隊等も現地で対応に当た

りました。 
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 なお、この図で「導管対策隊」、「顧客対策隊」といった組織の名称については、今回実

際に使用されたものとは少し異なりますが、「連携・協力ガイドライン（案）」に記載され

ている名称で表現させていただいたものです。 

 次のページ以降で、西部ガス隊、日本ガス協会救援対策隊の要員数を説明いたします。

10ページを御覧ください。まず、西部ガスの復旧隊になります。表の下半分に青字で示す

顧客対策隊は、電話対応や保安閉開栓を担当しました。導管対策隊と同程度の要員数が、

主として営業部門から配置されております。なお、今回の本震では供給継続地区がごくわ

ずかであったため、顧客対策隊のもう一つの担当であるマイコンメーターの復帰作業はほ

とんど発生いたしませんでした。 

 11ページを御覧ください。こちらは、日本ガス協会が派遣した復旧救援要員を、これま

での地震と今回の熊本地震で比較したグラフになります。横軸が発災日から数えた経過日

数、縦軸が救援要員数をあらわしています。今回は、過去の地震と比べて早期に大規模な

救援対策隊を投入し復旧に当たることができたと考えています。 

 12ページを御覧ください。これは、過去に起きた大地震と今回の熊本地震の復旧状況で

す。地震によって被害状況や復旧の環境が異なるので単純な比較はなかなかできませんが、

熊本地震では復旧日数が約15日間、早期に復旧を完了しております。 

 13ページを御覧ください。これは西部ガスのホームページやツイッターに寄せられたお

客様の声を抜粋したものです。御覧いただくとわかるように、多くの感謝や慰労のお言葉

をいただきました。ガス業界全体でやりがいや励みに感じるお言葉をたくさんいただきま

した。一方で、上から４件目の例にあるように、ＰＲの方法などについては少し改善が必

要ではないかといった御意見もいただいております。今後の参考にさせていただきたいと

考えております。 

 以上で、熊本地震における都市ガス事業者の対応状況についての報告を終わりますが、

ここで、本日オブザーバーとして参加している西部ガスより一言御挨拶を申し上げたいと

思います。 

○下村オブザーバー  皆様こんにちは。西部ガスの下村でございます。 

 平成28年熊本地震では、二次災害防止のために揺れの非常に激しかった熊本地域でガス

の供給を止めざるを得ず、多くのお客様に御迷惑をおかけいたしましたことに、この場を

借りまして、改めておわび申し上げます。すみません。座って説明をさせていただきます。

西部ガスは、グループの総力を結集いたしまして、また全国のガス事業者から多くの応援
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を得ながら供給再開を目指して邁進いたしました。その結果、４月30日には都市ガスの復

旧を完了させることができました。 

 その間、お客様には御不便をおかけしたことは紛れもない事実でございます。ただ、１

戸ずつ丁寧にガスの供給を再開する中、先ほどガス協会から説明がありましたように、お

客様から温かいお言葉をたくさん頂戴いたしました。そのことが、我々の士気の高揚につ

ながったというのも事実でございます。また、経済産業省様からもいろいろな局面におき

まして多大なる御支援を頂戴いたしました。この場を借りまして、改めて御礼申し上げま

す。 

 西部ガスは、今回の熊本地震での経験を踏まえ、今後も地震対策に取り組んでまいりま

すので、御支援のほどをどうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございまし

た。 

○倉渕座長  ありがとうございました。ただいまの御説明につきまして、御意見・御質

問等がございましたらお願いいたします。発言のある方は、いつものようにネームプレー

トを立てていただくとわかりやすいと思います。吉川委員お願いいたします。 

○吉川委員  御説明ありがとうございました。 

 11ページの象徴的な折れ線グラフにあったように、今回は復旧活動も迅速に行われたと

いうことに、関係者の皆様の御努力を本当にお察し申し上げて、私たち感謝しなければい

けないと思っているところであります。 

 11ページのグラフは、本震発生日の16日ということで、特徴的であったのが、15日も少

し弱い地震でしたよね。それがあって、多分その段階から動いていらっしゃったと思うの

で、表の正確性をどこでもたせるのかということにもなるかとは思いますが、どこを基準

点にするのかというのが一つあるのではないかということです。これは、技術的というか、

今後のデータとして活用していく上で、15日の段階からどういうことで動かれていたのか

というのも備考としてお伝えいただいておくと、後々データがいきてくるのではないかと

いうことを感じたのが１点です。 

 それから、６ページに移動式ガス発生設備の活用状況があって、私、病院の関係でも今

回の地震についての報告をいろいろ聞いたのですが、やはりライフラインの確保が非常に

難しかったという報告がありました。そういう中で、127台御用意はされたのだけれども3

4件しか設置がなされなかったという説明でしたが、早期復旧ということは非常に良いこ

となので良いのですが、先ほどちょっと御説明のあった場所の確保ができなかったという
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点、これは是非教訓として活かしていただいて、あらかじめ指定された重点地域、病院等

にはいざというときに移動式の設備を置く場所、このぐらいのスペースが必要なので、こ

こを確保してくださいというようなことを、日ごろから事業者さんと打ち合わせをしてお

いていただけたら、より良いのではないかということを感じました。 

 あと、13ページは皆さんの感謝の声ですが、私、前回の委員会でＰＤＦの問題を申し上

げたところ同じ声がユーザー側からもあったので、そこは今後の改善に是非活かしていた

だきたいと思いました。以上です。 

○倉渕座長  ありがとうございました。 

 ３点ございまして、まずは初動のディテールの部分、それと移動式ガス発生装置の部分

と、あとＰＲといいましょうか、ＰＤＦの部分について御指摘がありましたけれども、何

かコメントございますか。 

○金子専門委員  最初の前震からの要員の推移ということですが、実は５ページに少し

書いてございます。今日は説明を割愛させていただきましたが、いわゆる復旧応援といっ

た意味では、前震と同時に日本ガス協会復旧本部を立ち上げました。ただ、このとき、供

給を止めた件数が比較的少なかった、1,000件余りだったということもありまして、西部

ガスでは、自社での復旧をすることを決定いたしましたので、日本ガス協会としては、技

術調査隊、どういった被害を受けたのかということを今後のために調査する隊のみを派遣

しております。という間に本震が起きたということでございますので、この２日間は、復

旧隊としてはごく少数を派遣したということであります。 

 どこからカウントするかについては、これから課題等々を検討する中で、どのように表

現するのか考えさせていただきたいと思います。 

 あとの２点については、御指摘のとおりでございまして、私ども課題としてとらえてお

りますので、今後対応策を協議していきたいと思います。どうもありがとうございました。 

○倉渕座長  はい。それでは、赤穂委員よろしくお願いいたします。 

○赤穂委員  発災から15日で低圧まで復旧されたということは、本当に過去に例のない

ほどの短時間で大変な御努力があったと思っております。本当にお疲れさまでした。 

 その上で、先ほども御指摘がありましたが、13ページの復旧作業における広報活動のと

ころで、これは一般の方からの御意見なので実際なのかどうかわからないのですが、「水

道は熊本市のページを見れば復旧状況はわかったけれども、ガスはどこ」と、もちろん西

部ガスさんのウエブサイトに行けば見ることができたのでしょうけれども、やはり災害に



 

- 7 -

関する総合的なポータルサイトがあると、すごく良いのではないかと思っております。 

 今回、そういう対応がまずあったのか、なかったのかというのをお伺いしたいというこ

とと、もしなければ、自治体のウエブサイトに総合ポータルサイトがあると、災害時には

すごく便利ではないかと思いました。これは意見としてお伝えします。以上です。 

○倉渕座長  ありがとうございました。 

 広報活動に関する御指摘でございました。いかがでしょうか。 

○下村オブザーバー  広報活動をどういうことをやったかということをざっと御紹介さ

せていただきます。お客様への広報活動といいますのは、大きく２つございまして、現場

での広報活動、これは熊本市の防災会議の中でアイデアをいただいて始めたのですが、恐

らく100のオーダーの避難所があったと思いますけれども、そこに、熊本市を通じて、明

日開栓作業をやれるところの町名を掲示するというようなことをやらせていただいており

ます。それから、その開栓作業をする町に行きまして、拡声器で作業をやることをお伝え

するというようなことをやらせていただいております。 

 それから、今おっしゃったように、ホームページとか、そういったものを使って広報作

業をやりましたが、確かにそういったものを作り込む間に、非常に重たいというような御

意見がありました。これにつきましては、弊社といたしましても、もっとお客様の視点に

立ってわかりやすいようにやっていこうということで、今後の課題としてやる方向で検討

させていただいております。以上でございます。 

○倉渕座長  ありがとうございました。三浦委員お願いいたします。 

○三浦委員  皆さんおっしゃっていることなのですが、復旧に御尽力いただいた皆様に、

本当に御礼を申し上げたいのです。実は熊本に友人がおりまして、３週間前に東京に来て

くれて、会っていろいろと話を聞いたら、ライフラインの復旧が思いのほか早くて本当に

助かったと申しておりました。やはり電気、ガス、水道の一つでもないと、それだけで精

神的に不安になるので、これほどのスピードで復旧していただけたということは、本当に

現地の方にはありがたかったことではないかと思います。本当にお疲れさまでした。 

 それで、今、広報のことでいろいろありましたけれども、やはり気になっているのは、

地域によっては、御家族と離れてというか、お一人暮らしの方や御高齢の方、そういう方

に対して、拡声器といっても１軒１軒トントンと訪ねるわけにもいかないでしょうから、

例えば高齢者に向けてどういう御対応があったのかとか、今ここでおっしゃっらなくても

良いのですが、そういうデータというか記録はどうなさったのか。こういう際にはこうで
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あった、こんなところはこうであったというのを、できるだけ細部にわたった記録を残し

ておいていただきたいと思います。 

 二度とあってはいけないことですが、これは自然ことなので、今後もし何かというとき

には、そういうデータベースのようなものを作って活かしていただけたら良いのではない

かと思います。 

 それから、ホームページといっても、今はとにかく携帯で御覧になるので、携帯対応に

リサイズするなどがすぐできているかどうかというのも大切です。日ごろから端末ですぐ

見ることができるようなページの見せ方ができれば、どこででもパッと見ることができる

ので良いのではないかと。これは西部ガスさん云々ではなくて各社みなさんだと思います

が、御対応をできるだけ早くしていただけると助かります。 

 よろしくお願いします。ありがとうございました。 

○倉渕座長  ありがとうございました。 

 災害対応に対しての記録を残すことの重要性と、広報ツールの日常からの準備というこ

とではないかと思いますが、何かコメントございますか。 

○金子専門委員  御指摘いただいたＰＲの件につきまして、特に今回はＳＮＳを使った

お客様とのやり取りとか、先ほど説明があった避難所への掲示とか、両方のノウハウが重

要だということがよくわかりましたので、これは業界全体で共有して、あってはいけない

のですが、来るべき次回に備えて行きたいと考えております。 

○倉渕座長  ありがとうございました。久本委員お願いいたします。 

○久本委員  参考までにお伺いしたいのですが、都市ガスの供給地域は熊本の中心地が

多いと思いますが、私も先々週熊本に行ってまいりましたが、市内でも倒壊したり半壊し

たりしたところもあるやに伺っておりますけれども、都市ガスの供給区域の中でどのぐら

いそういう家屋があったのかとか、そういうところは当然停止をされているのではないか

と思いますが、どういう状況になっているのか、わかる範囲でお教えいただければと思い

ます。 

○下村オブザーバー  今現在で家屋倒壊とか、そういったもろもろでお客様にガスを供

給できないところが、大体900件ぐらいございます。 

○倉渕座長  よろしいでしょうか。 

○久本委員  はい。 

○倉渕座長  早田委員お願いいたします。 
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○早田専門委員  今回、被災されました西部ガス並びに応援されました日本ガス協会の

方々の復旧迅速化の対応につきまして、非常にすばらしいと感じておりまして、我々新規

事業者も今後連携して十分な復旧活動に当たっていきたいと感じております。私ども電力

も、九州電力が被災いたしまして、マスコミ報道は余りされておりませんが、北海道電力

から沖縄電力まで、トータル110台の高圧発電機車と申します車に載せた発電機を応援融

通いたしまして、九州電力が保有しております59台と合わせて、エリア全体を170台程度

で送電いたしました。 

これは、６万Ｖの送電線が被災した関係で、通常はスポット的に送電するのが高圧発電

機車の使い方ですが、エリア全体の復旧が遅れるだろうということで、エリア全体を発電

機車で復旧したということです。これは、東日本大震災のときにはなかったような復旧で

した。 

 このように、私ども電力も同じインフラ事業者として、やはり事業者の垣根を超えて復

旧に全力を尽くすようなＤＮＡを保有しておりますので、これを引き続きガスのほうにも

活かしていけたら良いのではないかと感じているところでございます。 

 それと、６ページの「お客様支援策」のところの②で、カセットコンロをお客様に配付

ということが記載されてございます。これは、電気にはないような、いわゆる消費機器の

一部をお客様に支援するということでございまして、これは今後の話だと思いますが、新

規事業者のお客様、既存のガス会社のお客様が面的にばらつく中で、顧客対策隊が面的に

対応していくことにはなろうかと思いますが、やはり費用的にみますと、これは託送コス

トというか導管のコストのほうでやっていくのが普通ではないかと考えてございます。こ

れについては制度側の話かもしれませんけれども、今後そういう整理が必要だということ

の問題提起を１点だけさせていただければと思います。以上でございます。 

○倉渕座長  まず、余り知られていない情報について、提供をありがとうございました。

それから、もう一つカセットコンロ等の配付に当たってのコストをどちらがもつのかとい

うような話についても、今後検討を進めていく必要があるのではないかと思います。 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、今回の災害に対しましては、対応が非常に迅速であったという点は高く評価

できると思いますけれども、その一方で、やはり課題が幾つかあったということがござい

ます。今後の災害に備えるべく、今回の事故に対する対応の状況についてしっかりと精査
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していただきまして、今後に活かしていただきたいと思います。ありがとうございました。

それでは、本日の議事に入りたいと思います。 

 最初の議題は、「ガスシステム改革保安対策ＷＧ報告書（案）」について、事務局より説

明をお願いいたします。 

○大本ガス安全室長  それでは、「ガスシステム改革保安対策ＷＧ報告書（案）」につい

て御説明します。なお、私の説明の後に、本日オブザーバーとして出席されています森下

オブザーバー、また金子委員からそれぞれ説明していただくこととしてございますので、

よろしくお願いいたします。 

それでは、資料２―１を御覧いただければと思います。「ガスシステム改革保安対策Ｗ

Ｇ報告書（案）」になります。 

今回の「ガス安全小委員会報告書において今後検討することとされた課題」でございま

すが、４ページの下のところで、昨年２月に取りまとめられたガス安全小委員会の報告書

の中でも、法施行に向けて詳細を検討するということで、国として「連携・協力ガイドラ

イン」を作成する必要があるとしてございます。また、当該課題に対して詳細な制度設計

を行うこととしてございます。 

５ページに、ガス安全小委員会の資料＜参考Ⅰ―６＞でございますが、（１）で「ガス

事業者間の連携・協力の在り方」ということで、３行目に「求められる連携・協力の具体

的内容を検討する」、また「連携・協力の内容を示すガイドラインを策定する」などの検

討を行うとしてございます。 

（２）で「消費機器調査・危険発生防止周知の在り方」ということで、３行目に「ガス

小売事業者の作成する保安業務規程の記載事項についても検討を行う」としてございます。 

６ページに「「自主保安」活動の在り方」ということで、見える化、また保安表彰につ

いての検討。（４）で、前回（４月26日）御審議いただきましたけれども、「ガス安全高度

化計画」の必要な見直しの検討を行うとしてございます。 

今回、資料２―１につきましては、昨年12月に「中間的整理」を御審議いただきました

けれども、それをベースに修正しているところでございまして、私の説明では、主に修正

したところについての御説明とさせていただければと思います。 

20ページ、画面上では21/76を御覧いただければと思います。 

この中で、（ロ）の上に「さらに」というパラグラフがございますが、前回の中間的整

理では、移動式ガス発生設備につきましては、「顧客対策隊」の欄に記載させていただい
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たところでございますが、今回の熊本地震での対応も踏まえて、（イ）の「導管対策隊」

に移行させていただいているところでございます。 

復旧実施計画における優先順位に基づき、早期復旧が社会的に必要とされた病院等の施

設については、ガス事業者が移動式ガス発生設備を用いてガス供給を臨時に再開すること

としており、「導管対策隊」が、その維持・運用を担っている。 

一方で、ガスボンベの交換、残量管理などについては、「顧客対策隊」が実施するとい

うこと。また病院やユーザーに対する交渉につきましても、「顧客対策隊」が対応してい

くということになってございます。それが、変更点として挙げさせていただいたところご

ざいます。また、次に46ページ、画面上ですと47/76でございますが、表は、その上に記

載させていただいているところでございます。 

ここで、前回（４月26日）のＷＧの際には、今の保安管理組織における指示系統は、保

安統括者がメインで書かせていただいてございました。前回の吉川委員からの御指摘も踏

まえて、原則は、まずは「「保安業務監督者」は、事業所の長をもって充てる」とさせて

いただいてございます。 

また「保安主任者」を置く場合は①、また置かない場合は②ということで整理をさせて

いただいているところでございます。 

これにつきましては、その前の45ページに（ハ）として記載させていただいているとこ

ろでございます。 

６行目で「「保安監督者」には、事業所の長をもって充てることとする」と記載させて

いただいてございます。 

また「保安業務監督者」の職務ということで、その下のパラグラフに（ⅰ）から（ⅷ）

まで書かせていただいております。 

また、さらに、「保安業務監督者」がやむを得ない事情によって不在となる場合には、

代行者についてもあらかじめ指名するということを挙げさせていただいてございます。 

一番最後、「なお、ガス小売事業者の事業規模等の実態によっては、「保安主任者」を設

けず、「保安業務監督者」が直接従事者に対する指揮等を行う場合もある。その場合には、

「保安主任者」が担うべき職務について、「保安業務監督者」が担うこととする」とさせ

ていただいているところでございます。 

あと、変更点として、資料の73ページ、74/76を御覧いただければと思います。 

表をケースＡ～ケースＤということで挙げさせていただいてございます。前々回（昨年
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12月）の「中間的整理」におきましては、このケースＡ、Ｂ、中身は変えていませんけれ

ども、ＡとＤが適当ということで、ここで挙げているケースＣとＤを論点として挙げさせ

ていただいていました。整理というか、見やすいという観点から、前回のＡとＤをＡとＢ

とさせていただいて、ケースＣとＤということで、アルファベットを組み立て直させてい

ただいているところでございます。 

続きまして、資料２―２を御覧いただければと思います。 

これは、先ほど申し上げた「ガスシステム改革保安対策ＷＧ報告書（案）の概要」とい

うことで、これも昨年の12月に「中間的整理の概要」ということで資料を説明させていた

だいているところでございます。 

内容的には、大きく変更はございませんが、先ほど申し上げた「保安業務監督者」の図、

16ページ、17/31のところでございますが、「モデル保安業務規程」に示す監督者の表等を

修正させていただいているところでございます。 

また、先ほど申し上げた25ページのケースＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、26/31でございますが、こ

こにつきましても、先ほどの報告書と同様にアルファベットのところを修正して整理させ

ていただいているところでございます。私からは以上でございます。 

続きまして、参考資料２につきまして、森下オブザーバーから御説明をお願いします。 

○森下オブザーバー  日本ガス機器検査協会の森下と申します。どうぞよろしくお願い

します。私からは、「「保安業務監督者」育成のための教育」ということで、今準備を進め

ておりまして、私ども「保安業務監督者講習」と呼ぼうとしておりますが、その準備状況

について簡単ですが、御説明させていただきたいと思います。参考資料２を御覧ください。 

２ページ目から内容になってございますが、２ページにつきましては、前回、この場で

発表させていただいた内容と変更はございませんが、おさらいということで書かせていた

だいておりまして、「「保安業務監督者」に求められる要件」として、社内ルールの適切

性の確認、事故発生時における適切な対応等の業務を適切に実施できる能力をもつために、

保安確保に関する総合的な知識を有する必要があるということで、３ページに示す３つの

知識について学んでいただく必要があるのではないかということで先般発表させていただ

いたところでございます。 

４ページを御覧ください。こちらが、その３科目に対応する主な教育内容ということで、

これも前回御説明させていただきましたが、この内容を網羅する形で、現在私どもで講習

用のテキストを作成しているところでございます。 
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５ページを御覧ください。これも先般御提案させていただいておりますが、講習でテキ

ストに基づく教育を行いますが、やはり最後に習熟度を確認する必要があるのではないか

ということで、修了試験を実施する準備を今進めております。なお、判定基準、出題数等

については、現在検討中でございます。 

６ページを御覧ください。講習日数ですが、３日間を基本といたしまして、ただいま講

習カリキュラムを作成しているところでございます。 

講習に要する日数でございますが、ガス及びガス消費機器に関する知識、及び法令に関

する知識につきましては、それぞれ半日程度の学習で知識を習得いただけるのではないか

と考えております。 

なお、消費機器調査・周知その他保安業務に関する知識につきましては、保安業務、実

務を行う上でさまざまな細かい知識等を習得していただく必要がございますので、２日間

ということで、カリキュラムを想定しております。 

修了試験につきましては、上記３科目から出題することにいたしまして、試験時間とい

うことでは１時間程度を予定しております。 

下に※で書いてございますが、不合格者につきましては、後日１回に限り再受験可とす

る仕組みを設けることも現在検討中でございます。 

その下、「受講軽減措置について」でございますが、こちらも、教育をする中で、重複

した教育をすることは、やはり効率的ではないというようなことも申し上げさせていただ

きましたが、現在検討している中で、こちらに示すＬＰガスの保安関連資格を対象といた

しまして、受講減免ができないかということを現在検討中でございます。こちらの青字で

示させていただいております①、②、③を現在の対象資格ということで検討しております

が、これらの資格につきましては、３つの科目のうちのガス及びガス消費機器に関する知

識については、資格取得時に既に履修済みであることを確認しておりますので、そういっ

たところで受講減免が可能ではないかということで、現在検討をしております。 

続いて７ページを御覧ください。「受講受付方法」につきましては、先般も申し上げま

したとおり、私どもＪＩＡと受講者様とで直接申し込みを受け付けまして受講いただくよ

うな仕組みを構築しようということで準備を進めております。また、講習の開催時期でご

ざいますが、今のところは、平成28年10月を予定しております。なお、講習日程（日時、

場所）等につきましては、ＪＩＡのホームページや業界誌等により周知をしたいと考えて

おります。 
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なお、講習受講料につきましては、現在検討中でございます。 

最後８ページでございますが、「講習終了後の研修機会の提供」ということで、今後の

話になると思いますが、やはり時代が進む中で法令の改正点でありますとか、新たな知識

等が出てくる可能性が十分に考えられます。その中で、適宜ニーズに応じて新たな知識に

ついて学習していただくとか、あと知識の復習をする機会を希望者には提供したいという

ことで、来年度以降、検討する予定でございます。私からの説明は以上でございます。 

○倉渕座長  ありがとうございました。引き続きまして金子委員お願いいたします。 

○金子専門委員  それでは、参考資料３を用いまして「消費機器調査員資格制度の検討

状況」について御説明をさせていただきます。 

 昨年の11月に、このＷＧで提案をさせていただいた消費機器調査員資格制度について、

その後、具体的な検討を進めてまいりましたので、その状況について御説明いたします。 

 ２ページを御覧ください。このページは復習になりますが、この資格制度は、現在日本

ガス協会で運用している需要家ガス設備点検員資格制度を、新たな事業類型にあわせて再

構築し、ガス小売事業者の担う消費機器調査の作業者が取得すべき業界資格の制度として

制定するものです。表の左側の赤枠で囲われた範囲が、この資格制度で認定する範囲とな

っています。講習によりガス小売事業者として必要な基礎知識とガス事業法令に基づく消

費機器調査、保安業務規程に記載する自主保安に関する実務知識を習得します。 

 ３ページを御覧ください。これは、講習での教育内容の一部をイメージとして示したも

のです。左側の「基礎知識」としては、「都市ガスの組成や性質・ガス設備の資産区分等

について」、また右側の「実務知識」では、「消費機器調査」については、「調査の方法や

基準、結果の記録方法」等を、また「自主保安」では、「接続具の組み合わせ等」につい

ての講習を行います。 

 ４ページを御覧ください。この資格制度の運用体系は、日本ガス協会が認定した講習ト

レーナーが受講者に対して講習を実施するという現行制度の体系を踏襲いたします。 

 図の左側半分のように、ガス小売事業者内に認定された講習トレーナーがいる場合、自

社内で講習を実施することが可能です。なお、講習トレーナーに認定される要件として、

「消費機器調査業務に２年間以上従事すること」などが求められます。 

 図の右側に示すように、特に新規参入のガス小売事業者で自社内に認定されたトレーナ

ーがいない場合には、日本ガス機器検査協会様が開催する講習を受講できる仕組みを新た

に設けることといたします。 
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 ５ページを御覧ください。こちらは、「資格の取得と更新の流れ」です。この図では、

日本ガス機器検査協会様の講習を受講する場合を示していますが、もし自社内で講習を受

ける場合は、図の上のほうにある緑色のＪＩＡと書いてある部分が、各小売事業者に替わ

ることになります。新規取得の場合、講習の修了と、所定の実務経験を満たした上で認定

申請を行うことで資格を取得することができます。 

 資格の有効期限は３年度ですので、有効期限が切れる前に更新講習を受講し、申請をし

て更新認定を受けることで資格の有効期限が３年度延長されることになります。 

 なお、新規参入の小売事業者の場合、事業開始直後には新規取得に必要な所定の実務経

験を積むことが難しい場合が考えられるため、現在これにかわる検定試験の実施も検討し

ています。 

 ６ページを御覧ください。「講習の概要」です。新規取得の講習では、冒頭に説明した

内容を、合計３日間受講します。ただし、特定の資格を保有している受講者に対しては、

１日間に短縮した講習を受講可能とします。特定資格は、ＬＰガス業会及び簡易ガス業会

における点検員資格を対象に検討を進めています。 

 また、資格更新のためには、消費機器調査に関する規制の内容等、２時間の講習を受講

します。 

 ７ページを御覧ください。日本ガス機器検査協会様に開催していただく講習について、

現時点での予定を説明します。今年度は20人～40人が参加可能な講習を10回程度開催する

予定となっていますが、開催地や次年度以降の開催頻度等については、受講希望者の状況

をみて対応する予定と伺っています。 

 なお、講習の受講や資格の申請等に係る費用については、現在調整中です。 

 ８ページを御覧ください。最後に、本資格制度の運用スケジュールですが、新規参入の

ガス小売事業者による事前の資格取得を可能とするため、日本ガス機器検査協会様が開催

する講習については、８月からホームページにて募集を開始し、10月から講習を開催する

予定で、現在制度設計を進めています。以上で説明を終わります。ありがとうございまし

た。 

○倉渕座長  ありがとうございました。ただいまの一連の説明につきまして、御意見・

御質問等がございましたらお願いいたします。三浦委員お願いいたします。 

○三浦委員  御説明ありがとうございました。まず一つ、ＪＩＡさんの参考資料２の８

ページですが、これはどちらにもいえることだと思いますが、資格というのは、取ってか
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らのほうがむしろ大事ですので、取った方へのフォロー、取ってしまったら終わりという

のではなくて、取ってなおかつ実務を重ねていく中で、更にフォローアップしていただく

ことが必要ではないかと思います。８ページにありますように、講習修了後の研修機会の

提供というのは、これは必須にしていただくようにお願いしたいと思います。特に、座学

でやることと、実際に現場で、例えば何らかでお客様からクレームが来るとか、様々なこ

とが起こったときの対応というのは、また違ってきます。単に知識の注入だけではなくて、

しかも短期の実施ですと、直後のテストで、振り返りでできても、やはり１年、３年とた

っていくと、ルーティンの中でだらけてしまいがちなので、ブラッシュアップのための定

期的な試験など何らかの形でフォローしていただけたら良いのではないかと思います。 

ガスのほうもですが、特に新規の方との合流というか、その辺も含めて、やはり取った

後のフォローを是非継続していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○倉渕座長  御意見ありがとうございました。 

 フォローアップの重要性ということで、今回の制度では業務監督者及び調査員資格、両

方ともフォロー体制というか、準備ができているということはございますが、その中で実

務がしっかりと学べるような体制、準備を進めていただければと思います。ありがとうご

ざいました。赤穂委員お願いいたします。 

○赤穂委員  まず今回、「「保安業務監督者」に、事業所の長をもって充てる」という整

理をされたことは、これはこれで責任ある立場の方が担当されるということで良いと思い

ます。その上で質問が幾つかあります。今さらですが、事業所というところのイメージが、

どういうレベルのところを事業所とイメージしておけば良いのかということを伺いたいと

思います。それから、実際の資格制度についてですが、保安業務監督者については試験が

あるということですが、消費機器調査資格制度については、座学を受講すれば良いという

ことで、試験は特にないということでよろしいのでしょうか。こちらのほうが、試験でし

っかりスキルを得ているかどうか確認する必要があるのではないかと思いますので、そこ

を質問したいと思います。 

○倉渕座長  ありがとうございました。２点ございました。１つ目は、報告書でいいま

すと46ページになると思いますが、責任体制が明確になったところは評価するけれども、

事業所そのものの具体的なイメージがちょっとわかりにくいということがございましたけ

れども、その点はいかがでしょうか。 

○大本ガス安全室長  ありがとうございます。御質問の事業所のイメージですが、事業
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者の規模とか、実際に事業をするエリアによって大きく分かれるのではないかと思います。

１つのところでやるということであれば、その会社は１つの事業所しかないイメージにな

りますし、かなり広域的にやる場合は、そのエリアごとに事業所を置く。さらに大企業で

あれば、そのエリアの中に事業所があって、さらにその中にも地区ごとのところがあって、

そうなると事業所の中に、今の保安主任者みたいな者を置くケースもあれば、置く必要が

ないような規模、体制というところにもなるので、これは事業者の判断というか、どのよ

うにやるかによって変わってくるのではないかと思います。 

○赤穂委員  要するにきちんと規定していないということですよね。 

○大本ガス安全室長  はい。 

○赤穂委員  とりあえずそういう状況であるということは理解しました。 

○倉渕座長  あと機器の……。 

○金子専門委員  消費機器調査員における終了試験の話ですが、申しわけありません、

説明を割愛してしまいましたけれども、参考資料３の６ページに「講習の概要」がござい

まして、３日間の講習の一番最後に、約１時間をかけた修了試験を実施することを予定し

ております。ありがとうございます。 

○倉渕座長  一応試験はあるということですね。 

○金子専門委員  はい。 

○倉渕座長  吉川委員お願いいたします。 

○吉川委員  すみません、念のために確認ですが、事業所が定義されていないというこ

とではなくて、室長がおっしゃったのは、事業所の規模が、事業所によっていろいろなパ

ターンがあり得るということであって、何をもって事業所とするかということに関しては、

例えばきちっと登録されているとか、管理監督権限をもった人がいて実際の経済活動を行

っている実態があるとか、具体的にはわかりませんが、規定がどこかにありますよね。 

○大本ガス安全室長  今、保安業務規程の届出をする際に事業所ごとに保安業務監督者

を置くということになっていますので、会社側としてどこに事業所を置くというのは、そ

れぞれ会社としてしっかり位置づけた上で出していただく形になろうかと思います。 

○倉渕座長  保安の立場から考えますと、一応業界資格ではありますが、保安業務監督

者と調査員資格者が必ずいる形で進めるということだと思います。よろしいでしょうか。

――久本委員お願いいたします。 

○久本委員  保安業務監督者の講習を、大体３日間やられるということですが、それを
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確認する試験を、３科目を１時間と書いてありまして、ちょっと短いのではないかなと。

重要な役割ですので、３日間の講習を理解したことを確認するためには、もう少し何か工

夫が必要ではないかと感じました。是非よろしくお願いします。 

○倉渕座長  この辺は、また今後すり合わせていく必要があるのではないかと思います

けれども、非常に重要な立場ということはよく理解しておりますので、より実情にあわせ

たものになるように工夫を進めていただきたいと思います。他にはよろしいでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 これまで活発に御議論いただきましてありがとうございます。 

 それでは、本最終報告書（案）につきましては、御指摘のあった部分の文言修正等につ

きまして、私に御一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 それでは、再度精査をいたしまして、６月17日に開かれますガス安全小委員会に最終報

告書（案）として提出させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは、議題（２）の「ガス事業者間における保安の確保のための連携及び協力に関

するガイドラインについて」、及び議題（３）の「ガス小売事業者が作成する保安業務規

程について」を、事務局より説明をお願いいたします。 

○大本ガス安全室長  資料３と資料４―１～４―４につきまして説明させていただきま

す。まず、資料３の「ガス事業者間における保安の確保のための連携及び協力に関するガ

イドライン（案）」を御覧いただければと思います。これにつきましては、前回（４月）

のＷＧの際に「ガイドライン（案）」ということで御審議いただきました。主に御指摘い

ただいた変更点につきまして御説明させていただければと思います。お手元の資料の11ペ

ージを御覧いただければと思います。 

 ＜参考４＞として「緊急保安受付窓口の周知例」を挙げさせていただいています。前回

は、周知の連絡先が各支店とか、いろいろな一覧表になっていて、非常にわかりづらいと

いうような御指摘もいただいてございます。そのために、需要家、一般消費者にとっては、

基本的に番号というのは１つでございますので、「ガス漏れ通報専用窓口」、これは赤字で

右側です。「一般お問合わせ先」ということで左側に連絡先を挙げさせていただいてござ

います。 

 12ページの上のところ、前回はつけていませんでしたが、現行でも台所とか緊急連絡の

番号を経済産業省、日本ガス協会という形で、シールで対応してございますけれども、こ
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れにつきましても、緊急保安連絡窓口ということで、赤字で「ガス漏れ等緊急の場合の連

絡先」、また、下の黒字で「一般お問い合わせ先」、相談窓口を記載するひな形を挙げさせ

ていただいているところでございます。 

 続いて38ページを御覧いただければと思います。「防災教育・訓練」の項目でございま

す。38ページの上から７行目の「加えて」というパラグラフのところでございます。前回

の御指摘の中で、防災訓練、共同訓練、こういうものは定期的にしっかり行う必要がある

という委員からの御指摘もございました。この中で、「平常時において、あらかじめ定期

的に防災教育……」ということで「定期的に」を加えさせていただいて、「あらかじめ定

期的に防災教育・共同訓練を行うことが必要である。そして、ガス小売事業者は、いざと

いうときに迅速かつ円滑に対応するために、一般ガス導管事業者が行う保安閉開栓等の業

務に関する防災教育・共同訓練を……」、またこれも「定期的に」ということを加えさせ

ていただいて「定期的に受講・参画する必要がある。」とさせていただいてございます。

また、「さらに、ガス小売事業者自身も、自らの動員予定要員に対して、あらかじめ動員

基準や動員後に必要となる業務フローとともに、電話受付業務やマイコンメーターの復帰

操作などに関して……」、ここも「定期的に」ということでつけ加えさせていただいてご

ざいますが、「定期的に教育・訓練を実施する必要がある。」ということでございます。 

 「また、必要に応じて」の「必要に応じて」というのは、済みません、これは削除させ

ていただいて「大規模災害発生後においても、動員した要員に対して簡単に再教育を実施

する必要がある。」としていますが、前回は「望ましい」ということで、「必要に応じて～

望ましい」とさせていただいていたのですが、「必要に応じて」は削除していただいた上

で「望ましい」を「必要がある。」と修正させていただいているところでございます。 

 続いて48ページを御覧いただければと思います。これにつきましては、保安閉開栓の

「顧客対策隊」の作業のイメージを書かせていただいたところの枠囲いの４行目でござい

ます。３行目から申し上げますが、「保安閉開栓作業の効率を上げるために、「導管対策

隊」から提供される復旧予定区域の情報をあらかじめホームページ、ＳＮＳ、拡声器によ

る巡回などにより広報し、在宅率を上げることが望ましい。」としております。前回は

「広報をすることが望ましい」ということで、具体的な例示をしてございませんでしたけ

れども、今回の熊本地震での広報の対応を踏まえて、「ホームページ、ＳＮＳ、拡声器に

よる巡回など」を追記させていただいているところでございます。 

 あわせて49ページにも広報について、3.3.5の２つ目のパラグラフで「具体的な広報活
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動としては、マイコンメーターの復帰操作方法や、「供給停止区域」・「供給継続区域」の

町名・地図掲示、復旧進捗・見込み情報などに関して、報道機関に情報提供を行うととも

に、ホームページやＳＮＳ、テレビ・ラジオＣＭ、広報車、チラシ投函等により需要家に

周知する方法が挙げられる。」ということで、追記をさせていただいているところでござ

います。 

 資料３の主な追記、修正につきましては以上でございます。 

 続きまして資料４―１～４―４で、まず資料４―１を御覧いただければと思います。前

回（４月）のＷＧでは、実は４点の論点がございました。 

まず、その規定ぶりについて、逐条単位で示すことが必要ではないかということで、こ

れにつきましては必要だということでございます。 

また、事業類型に応じたモデル保安業務規程の提案ということで、例えば旧簡易ガス事

業、これも追加したほうが良いという御意見をいただいています。 

また、３つ目として、創意工夫を活用した保安確保ということで、各事業者の創意工夫

が期待される箇所は内部規程等で記載するというような話もございました。 

あと４つ目として、保安業務規程の遵守による担保ということで、立入り検査や調査等

によって監督する必要があるということで、４つは前回、論点としたことで、それについ

ては必要だということで挙げさせていただいています。 

この中で、資料４―１のモデル保安業務規程の、まず６ページでございます。保安業務

監督者の体制のところになります。７/31でございます。 

これにつきましては、先ほど申し上げた「保安業務監督者」、前回は「保安統括者」と

いうことでございましたけれども、ここは「保安業務監督者」という形で修正をさせてい

ただいてございます。 

また11ページに、「周知業務の実施方法のイメージ」ということで、先ほどの修正の図、

緊急保安窓口の周知例ということで追記をさせていただいてございます。 

また24ページ、25/31でございます。 

「「モデル保安業務規程」の主な内容について（旧簡易ガス事業に相当する事業を営む

場合）」ということで、前回は、特段用意してございませんでしたけれども、25ページか

ら最終ページにかけて、「旧簡易ガス事業に係るモデル保安業務規程のイメージ」という

ことで挙げさせていただいてございます。 

続いて資料４―２を御覧いただければと思います。資料４―２につきましては、前回、
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第２章と第３章ということで、具体的な条文のイメージを追記させていただきました。こ

れにつきましては、第１章から、最後の第10章まで、概略につきましては、先ほどの資料

４―１で大まかなイメージはお示しさせていただいたところでございますが、保安業務規

程の条文単位での内容を資料４―１、４―２でお示しさせていただいているところでござ

います。 

19ページの後の20/35でございますが、「別紙」ということで、この条文に係るところで

の、先ほど話もございましたけれども、保安主任者を置く事業所、また置かない事業所と

いうことで、その体系図はそれぞれの事業者ごとに記載をしていただくということ。 

「別表第２」ということで、「消費機器に関する周知の種類と頻度」、これにつきまして

は、改正ガス事業法の中での「一般周知」、「個別周知」の頻度を入れさせていただいてい

るところでございます。これについては、規制の整合化を踏まえた頻度ということで修正

をさせていただいてございます。 

23/35でございますが、「別表４」の「消費機器の技術上の基準」ということで、今回の

機器をチェックする技術基準を事例としてお示しさせていただいています。 

25/35でございますが、「別表５」、これは「大規模災害時における動員基準」を挙げさ

せていただいてございます。 

その後、「調査票」ということで、ガス小売事業者自身の調査票、また、次のページで

「調査通知票」ということで、これは導管事業者にガス小売事業者から渡す内容、また次

の28/35でございますけれども、「様式３」で「不適合改善情報通知票」、これも導管事業

者に通知する内容を挙げさせていただいてございます。 

その後、参考例ということで、29/35に「参考例１」から最後のところまで、これにつ

きましては、あくまでも例ということで、調査した結果の通知、再通知、定期通知のひな

形を挙げさせていただいているところでございます。 

続いて資料４―３を御覧いただければと思います。 

「モデル保安業務規程（案）＜旧簡易ガス事業者向け＞」でございます。これにつきま

しては、前回は特に用意してございませんでしたが、旧簡易ガス事業者向けの「モデル保

安業務規程（案）」になります。この中で、第１章～第10章、別表につきましては、同じ

ように「別表１」～「別表５」までありますが、済みません、先ほど申し上げた資料と同

じということで割愛させていただいているところでございますが、例えば３ページの下線

を引いているところ、これは簡易ガス供給のところでの記述でございます。 
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また５ページを御覧いただければと思いますが、第３章の「保安に係る教育及び訓練」

ということで、特に第９条の「調査員の資格」のところには、「一般社団法人日本コミュ

ニティーガス協会が行う登録調査員資格講習の課程を修了した者」ということで挙げさせ

ていただいてございます。 

６ページの第13条も、「ガス漏えい及び導管事故等の処理に係る教育・訓練の実施」を

挙げさせていただいてございます。 

また10ページ、第６章の第27条で「ガス漏えい及び導管事故」ということで、第27条～

第32条までにつきましては、ガス小売事業者たる旧簡易ガス事業者の方が、いわゆる事故

対応を行う――緊急対応については一般ガス導管事業者が行いますが、簡易ガスにつきま

してはガス小売事業者たる旧簡易ガス事業者の方が対応することで、その内容を追記した

ところでございます。 

資料４―３は以上で、次の資料４―４を御覧いただければと思います。 

これも前回はつけてございませんでしたが、「ガス小売事業者が保安業務規程を定める

際の留意点」でございます。 

１．総論 

「モデル保安業務規程」は、ガス事業法の規定により、ガス小売事業者が保安業務規

程を作成するに当たって参考となるよう、経済産業省として作成・公表するものであ

る。経済産業省は、各ガス小売事業者から届け出られた保安業務規程の内容を、「モ

デル保安業務規程」を参考に確認する。 

他方、ガス小売事業者は、事業規模や事業環境、地域性によって実態は多種多様であ

る。 

このため、ガス小売事業者は、（ⅰ）自社が抱える保安上のリスクをしっかりと見極

めながら、「どの項目に重きを置き実施していくのか」を考え選択し、（ⅱ）保安水準

の向上に資するよう創意工夫し、保安業務を行うことが求められている。 

こうした観点から、ガス小売事業者は、「モデル保安業務規程」に例示した内容に安

住せず、「自社が取り組むべき内容」を考えた上で、保安業務規程を作成していく必

要がある。また、「モデル保安業務規程」においても、保安業務の詳細を、内部規程

に委任する規定を設けており、自らのスタンスが明確となるよう内部規程に記載して

いく必要がある。 

以下に、モデル保安業務規程」と異なる記載をする場合や内部規程を定める場合の留
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意点を例示する。 

としてございます。 

２．保安管理体制関係（保安管理組織） 

【留意点】 

ガス事業法第159条に規定する保安業務の監督を行うために、ガス小売事業者は事

業所ごとに保安業務監督者を選任することとする。 

保安業務監督者が行う職務としては、保安計画の審査、事故内容の審査を行うとと

もに、必要な場合には保安業務の従事者に対して指示することが想定される。 

こうした職務の実効性を確保する観点から、「モデル保安業務規程」第３条第２項

では、保安業務監督者に、業務を統括管理する者である「事業所の長」をもって充

てることとしている。 

他方、ガス小売事業者の規模や組織構造によっては、「事業所の長」以外の者が保

安業務の監督を行った方が実務上適当な場合も想定される。こうした場合などにお

いて、ガス小売事業者が、事業所の全ての保安業務を統括管理する者を置き、保安

業務監督者の職務から当該項目を除くことや、保安業務監督者に「事業所の長」以

外の者をもって充てるかたちで保安業務規程を作成することも差し支えない。 

としてございます 

３．保安に係る教育及び訓練 

【留意点】 

保安業務に関する教育及び訓練としては、集合教育のほか、ＯＪＴ、グループミー

ティング等の中において、保安知識、技能習得向上のための内容、事故事例研究等

の保安意識高揚のための内容を盛り込むことが望ましい。 

具体的な教育内容として、調査員による「消費機器調査員資格」の更新に係る再講

習の受講のほか、（ⅰ）ガス事業法令の目的・意義、（ⅱ）ＯＪＴ等を通じた実地訓

練など調査作業の習熟度の確認、（ⅲ）資料・映像による過去の消費機器事故の事

例紹介・事故発生要因の教育、（ⅳ）直近に保安業務規程・内部規程が変更された

場合の理解度確認などが想定される。 

教育及び訓練に当たっては、保安主任者が担当責任者として、教育計画に基づき実

施した内容を記録し、フォローを確実に行うことが重要である。 

と書かせていただいています。 
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４．周知業務の実施方法 

【留意点】 

周知について、例えば（ⅰ）どの項目をどのようなレイアウト、どの程度の枚数の

書面により周知するか、（ⅱ）重点的な周知が必要な項目、（ⅲ）法令により周知頻

度は原則「２年に１回以上」としているが、実際にはどの頻度で行うか、（ⅳ）書

面配布、情報通信技術を利用した方法など主な周知手法、（ⅴ）情報通信技術を利

用した方法による周知事項の提供を行うために需要家の承諾の取得方法、（ⅵ）周

知の実施体制などに関し、内部規程で定めておく。 

重点的に周知を行う項目を定める場合には、地域特性による機器設置状況・ガス使

用実態も考慮することが重要である。 

ということで、前回、三浦委員からも地域性に考慮するというような御指摘もございま

して、これについても留意して記載をするように追記させていただいています。 

個別の調査業務についても、【留意点】ということで、先ほどと同様な内容を最初のパ

ラグラフで挙げさせていただいております。 

特に、調査時期については、（ⅰ）需要家別に訪問する日時を工夫すること、（ⅱ）

事前に需要家に調査日時を連絡すること、（ⅲ）再訪問の際に前回と別の曜日に設

定するなど、訪問時に在宅にするような創意工夫が求められる。 

重点的に調査を行う項目を定める場合には、地域特性による機器設置状況・ガス使

用実態も考慮することが重要である。 

と書かせていただいてございます。 

６．災害その他非常の場合（ガス漏えい等の緊急時）に行う業務の実施方法 

【留意点】 

ガス漏れ等の緊急時の対応について、例えば、（ⅰ）自社の一般問合せ窓口に、需

要家から誤ってガス漏れ等の通報が来た場合における緊急保安窓口への案内方法

（電話転送、電話案内等）、（ⅱ）緊急保安受付窓口への連絡を促した後の対応（一

般ガス導管事業者への確認、記録保存）、（ⅲ）苦情・問合せに係る対処方法・一般

ガス導管事業者へ対応を求める場合及びその方法、（ⅳ）一般ガス導管事業者と常

時連絡可能とする担当者、連絡方法などに関し、あらかじめ一般ガス導管事業者に

内容を確認の上、内部規程で定めておく。 

としてございます。 
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７.大規模災害時に行う業務の実施方法 

【留意点】 

「モデル保安業務規程」では、別表第５として、以下の動員基準を示しているが、

各ガス小売事業者の判断により、例えば震度５弱で自動動員とするなど、自主的に、

より低い震度で動員基準を設定することは差し支えない。 

としてございます。 

（内部規程への委任等） 

【留意点】 

大規模災害時対応について、例えば、（ⅰ）一般ガス導管事業者の対策本部への具

体的な動員基準（誰を指定要員とし、どこに集合するか等）、（ⅱ）自動動員基準に

達しない場合であって、指定要員を動員する場合における動員指示など、具体的な

動員方法と動員状況の確認方法、（ⅲ）動員後、「顧客対策隊」として電話応対や保

安閉開栓などの作業を担うこと、（ⅳ）地震の規模に応じ、どの程度の規模で要員

を動員する必要があるか、（ⅴ）大規模災害時のガス小売事業者内の業務を管理す

る者の設置、（ⅵ）交代要員の確保など後方支援体制、（ⅶ）一般ガス導管事業者と

の相互連絡の方法、（ⅷ）要員予定者リストの作成・保存の方法、（ⅸ）委託先から

の要員予定者の把握・配分の方法、（ⅹ）要員予定者等に対する災害時マニュアル

の整備、（xi）確保すべき資機材の種類・数、（xii）防災教育・訓練の内容・頻度

などに関し、内部規程で定めておく。 

大規模災害時対応の詳細については、あらかじめ一般ガス導管事業者と協議して定

める。そして、定めた後も定期的に相互に連絡を取り合い、合同教育・訓練に参加

するなど、緊密に連携を図りながら協力する。 

と書かせていただいております。 

８.その他保安に関し必要な事項 

【留意点】でございます。 

自主保安については、ガスシステム改革保安対策ＷＧでの議論を踏まえ、（ⅰ）燃

焼器とゴム管や金属管などとの接続確認、（ⅱ）不完全燃焼防止装置のない開放型

小型ガス瞬間湯沸器に対する、排ガス中の一酸化炭素濃度の測定、（ⅲ）飲食店の

需要家に対する業務用換気警報器の設置促進の３項目について、「モデル保安業務

規程」に規定している。 
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当該３項目について、（ⅰ）確認すべき接続方法（ガス栓と接続具、燃焼器と接続

具の接続方法など）、（ⅱ）一酸化炭素濃度測定の手法（検知場所、使用する測定器

など）、（ⅲ）業務用換気警報器の設置促進方法（チラシ、設置・取替え提案など）

といった詳細に関して、内部規程で定めておく。 

ことにしてございます。 

６ページでございます。 

また、当該３項目以外であっても、保安水準向上のためには、ガス小売事業者によ

る積極的な自主保安活動が重要であることから、内部規程を作成し、自発的に自主

保安を盛り込んでいくことが求められる。なお、上記３項目と同列に取り扱いたい

項目がある場合には、例えば保安業務規程第48条第１項第４号として、上記３項目

と並列するかたちで規定しても差し支えない。 

自主保安は、各ガス小売事業者の環境や規模、需要家のニーズ等を踏まえながら、

創意工夫を凝らして実施すべきものである。ガス小売事業者が寒冷地など地域特性

を考慮して工夫を行うことや、特定のガス消費機器に特化した保安活動を行うこと

などもこれに当たる。例えば、以下のようなものが想定される。 

（ⅰ）積雪地帯においては、給排気筒が雪に覆われることがないよう、需要家に対

して、ガス機器使用前に給排気筒の確認を促し、不完全燃焼を発生させないよう周

知する。 

（ⅱ）積雪地帯においては、消費機器等調査時に給排気筒先端が雪で塞がれていな

いか、除雪時に破損されていないかの確認を行う。 

（ⅲ）冬期に使用機会が増えるガスストーブの種類確認を行う。 

（ⅳ）冷暖房を使用する時期（窓を閉め切る時期）に、小型湯沸器使用時の換気励

行の周知を行う。 

という話でございます。 

９.その他保安に関し必要な事項（この規程に違反した者に対する措置） 

第54条 この規程に違反した者に対する措置は、あらかじめ定める内部規程による。 

ということでございます。 

  【留意点】 

保安業務規程に違反した者に対する社内処分については、就業規則などの社内規程

に定める。また、保安業務を委託している場合には、業務委託先との間の委託契約



 

- 27 -

書や請負契約書において、保安業務規程に違反した場合の措置を規定しておく必要

がある。 

就業規則における処分としては、例えば、正当な理由なく、保安業務規程及び内部

規程に違反した従業員に対し、（ⅰ）けん責、（ⅱ）減給、（ⅲ）出勤停止、（ⅳ）懲

戒解雇する旨を規定することが想定される。 

としてございます。 

これにつきましては、先ほど申し上げた、前回の論点の中で逐条単位に示すということ

で、資料４―２、４―３に、それぞれ条文単位で入れさせていただいてございます。 

また、事業類型ということで、資料４―３の旧簡易ガス版の「モデル保安業務規程」、

また、③ということで創意工夫ということで、資料４―４の留意点を追記さていただいて

いるところでございます。 

保安業務規程の実施に係る対応、立入検査、調査というのは、本改正施行後に立入検査

マニュアルの見直し等を行うことでしっかりと対応していきたいと考えているところでご

ざいます。私の説明は以上でございます。 

○倉渕座長  ありがとうございました。 

 保安業務規程については、一応二段階構造になっていまして、例えば資料４―２でいい

ますと、保安業務規程の明文化されているもののほかに８ページの第16条、11ページの第

26条にありますように、内部規程というのがありまして、これは、それぞれの小売事業者

さんの特性、地域性などに応じて創意工夫が出てくるところですけれども、これらをあわ

せて御提出いただきまして、どのような保安がなされるかについてチェックをする構造に

なってございます。 

 ただいまの説明につきまして、御意見・御質問等がありましたらお願いいたします。 

 吉川委員お願いいたします。 

○吉川委員  それでは、まず資料３のガイドラインから申し上げたいと思います。 

 11ページ、12ページにあります需要家に対するいざというときの通報の周知方法につい

ては、前回から改善していただいたので、とても良いことだと思いますが、１点は事業者

さん、小売事業者さんにも導管事業者さんにも申し上げたいのですが、この回線を十分に

確保しておいていただきたい。よくあるのが、サービスセンターなど、幾らかけてもつな

がらないことが間々ありますので、これはとても大事な電話なので、十分な回線数を確保

していただきたい。仮に小売事業者さんが一般のお問合わせ先だからといって回線数を設
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けないでいると、消費者は何をするかというと、横に書いてある番号に必ず電話します。

そうすると、本当に重要な電話がとれないということにもなってきますので、両者ともに

回線数を十分に確保していただくことを切にお願いいたします。 

 もう一点、同じ資料の中で48ページですが、これは、大規模災害等のときの復旧作業の

ことを規定されていると思いますが、47ページの最後の（２）のところから「顧客対策

隊」の保安開栓の作業の中で、48ページのちょうど１行目に、内管漏えい検査の話が出て

きます。これは、小売事業者さんにとって内管漏えい検査というのは不慣れな作業だと思

いますので、日ごろからスキルというものを教育しておいていただきたいですし、一々両

者（導管事業者と小売事業者）が行くというのでは、作業の効率が妨げられるという事情

もわかるので、小売事業者さんにやっていただくのが良いとは思いますが、実際に作業に

かかる前にも、スキルについて十分な伝達をお願いしたいと思います。 

 それから、続いて「モデル保安業務規程」、資料４―２に基づいて意見を申し上げます。 

 保安業務監督者については、組織を整理していただいたことは大変感謝申し上げたいの

ですが、５ページの第８条の規定ですが、国家資格である「ガス主任技術者免状を有する

者又は次の各号に掲げる科目について保安業務の監督に必要な知識を有する者のうちから

選任する」とありますが、これが、果たして必要な知識を有しているかどうかという判断

は、なかなか微妙なところではないかと思います。 

 それで、思ったのですが、資料４―３の簡易ガス事業者向けのモデル規程には、「調査

員の資格」というところで第９条に、明確に「一般社団法人日本コミュニティーガス協会

が行う登録調査員資格講習の課程を修了した者」と書いてあります。なので、同じような

規定ぶりで、先ほど御説明のあった「ＪＩＡの講習の修了者」というような例示を挙げて

いただいて、修了者に限らないで、「あるいは同等の知識を有する者」という逃げは作っ

ても良いのですが、漠然と「必要な知識」というだけであると、そのレベルというのがお

ろそかになりがちで、保安業務監督者というのは非常に重要な権限と責任を担っている方

だと思いますので、それを切にお願いします。 

 それから、同じ資料４―２で19条のところですが、第２項、これは、消費機器調査の結

果、18条で需要者が使っている消費機器が、技術上の基準に適合していないと認められた

場合のことを規定しているのですが、「その通知に係る消費機器について、毎年度１回以

上必要な事項を当該所有者又は占有者に通知する」という規定になっています。 

 一般の私の感覚では、技術上の基準に適合していないというのは大変に危険なことで、
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事故の起こる確率が高いということを察知しているのにもかかわらず、これを１年間放置

する、１年間放置していても良いというのは本当に大丈夫なのでしょうかということを懸

念いたします。 

例えば小売事業者さんは、今は振込ですから集金はないとしても、必ず検針に行かれる

わけですから、その請求書を送るときに、そこに「技術水準に適合していないので早急に

是正する必要があります」というアナウンスを入れていただくとか、そういうことはいと

も簡単にできるはずで、これを１年間放置していても良いのだという誤解を与えるような

規定は、モデル規程としては是非改めていただきたいところだと感じました。 

 それから、同じように28条の、前から懸念されているガス漏えいの通報が、一般の問い

合わせ先に、小売事業者のほうに行ってしまったときにどうなるかということですが、資

料４―４の４ページ、保安規程を定める際の留意点では、これは３ページの続きからです

が、一番上のほうの（ⅱ）で、緊急保安受付窓口への連絡を促した後の対応等について、

内部規程で定めておくといって、単に通報先が違いますよといって案内すれば良いよとい

うことだけではないということが、暗に留意事項としては書いてあるのですが、やはり、

このモデル規程でも、通知して速やかな通報を促すだけしか書いていないのは、ちょっと

心配だとなと。 

 例えば最低限、番号が非表示になっているのであれば、その連絡者の連絡先を聞いてお

いて、一般事業者さんに連絡を入れるようにするとか、適宜の方法で一般ガス導管事業者

さんのほうに、こういう人から連絡が来ましたよということを適宜の方法でタイムリーに

通知が行くようにするとか、何かそのようなフォローも是非標準の水準として、ある程度

守られることを期待した書きぶりのほうが望ましいのではないか、あるいはその他、詳細

な必要な対応については内部規程で定めるとか、何か内部規程に必ず定めがあることを予

感させるような書きぶりにしておいていただかないといけないのではないかということを

感じましたので、意見として申し上げさせていただきます。以上です。 

○倉渕座長  ありがとうございました。大きく５点ございました。まず非常時の回線の

確保、電話が通じなくなってしまうことに対しての懸念事項について、もう少し具体的な

対策があるべきではないかということがございました。 

 また、災害後の開栓時の内管漏えい検査については、小売事業者がやることになるので

はないか、その辺の教育などについてもしっかりとやるべきではないかという御指摘がご

ざいました。 
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 それから、モデル保安業務規程につきましては、保安業務の監督者の立場について、も

う少し明確にモデル保安業務規程には記載するべきではないかということがございました。 

 また、技術上の危険性がある機器を発見した場合、どのように対応するのか、書きぶり

が少しぬるいのではないかということでございます。あと最後が、第28条のガス漏えい時

の連絡が誤って来たときに、どのようにその後を引き継ぐべきなのかという点についての

御指摘がございました。いかがでしょうか。 

○大本ガス安全室長  「連携及び協力に関するガイドライン」のところは、事業者がし

っかりと電話回線等を確保するとか、実際にやる上で、支障がないような形が大事だと考

えてございます。 

 また、モデル保安業務規程につきまして、まず、先ほどの第８条の保安業務監督者のと

ころに、今回、参考資料２ということで日本ガス機器検査協会の保安業務資格者への講習

制度についての御説明がございました。ここにつきましては、「ガス主任技術者免状を有

する者、又、次の各号に掲げる……」ところの間に、その内容を追記する方向で検討した

いと考えてございます。 

 もう一つ、９ページに消費機器の再調査の話がございます。これにつきましては、現行

のモデル保安業務規程というよりは、省令の規定事項になっているところでございます。

ガス小売事業者の方が危険な機器であるということで、しっかり粘り強く需要家の方に働

きかけることが大事だと考えているところでございます。 

 また最後、資料４―４の御指摘につきましては、検討させていただければと思います。 

○倉渕座長  ありがとうございました。保安業務規程ないしは留意点の中で、御指摘い

ただいた点について、なるべく反映させるように努力していただきたいと思います。他に

はいかがでしょうか。赤穂委員お願いいたします。 

○赤穂委員  モデル保安業務規程と留意点の関係についてですが、一応「総論」のとこ

ろにも書いてありますけれども、この留意点、各事業所さんが実際に作るときの創意工夫

により業務規程を自分なりにカスタマイズしても良いということですが、保安水準を高め

るために創意工夫をするということが、もう少ししっかりと書いてあるほうが良いのでは

ないでしょうか。自分の規模は小さいから創意工夫でもう少し規定を緩めますというよう

なことは絶対あってはならないと思いますので、あくまでも保安水準を上げるために、自

分なりの創意工夫で業務規程を作りますということであるべきだと思っておりますので。 

 それから、留意点の２枚目のところにあります事業所の監督者の記述ぶりについてです
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が、先ほど事業所の長をもって業務を監督する者を充てることにすることになりましたが、

ここの留意点では、場合によっては事業所の長以外の者をもって充てる形でも作成するこ

とは差し支えないとあります。これは、場合によっては、そういうこともあるのかもしれ

ませんが、せっかく監督する者は事業所の長であると規定しておきながら、自らそうでな

くても良いよといっているのは、少し矛盾しているのではないかと思いますし、これで、

実際に名ばかり監督者にならないのか心配するようなところもあります。 

 ここら辺の考え方を、もう一度お伺いできればと思います。 

○倉渕座長  ありがとうございました。２点ございましたが、創意工夫というのが、い

わゆる保安水準を上げるという意味での創意工夫という趣旨であるということを明確にす

るべきではないかという点と、事業所の長と監督者の関係、ここに少し矛盾があるのでは

ないかという御指摘ではないかと思います。いかがでしょうか。 

○大本ガス安全室長  ありがとうございます。今の御指摘の保安水準の向上、創意工夫

というところで、まずモデル保安業務規程と、その留意点ということで、私ども事務局と

して懸念しているのが、モデル保安業務規程をただ単に書いて、名前だけ書いて出すとい

うことがないようにしっかりと内部規程の中で、それぞれの中で創意工夫をして、今の保

安水準の向上に資するような自主保安を、現状の取り組みによく活かせるような形で、今

の改正ガス事業法施行後であったとしても、その対応を是非とっていただきたいというこ

とで留意点を挙げさせていただいたところでございます。 

 この「総論」の３つ目のパラグラフの「このため、ガス小売事業者は～（ⅱ）保安水準

の向上に資するよう創意工夫し、保安業務を行うことが求められている。」ということで、

ここに関しては、書きぶりなどはまた検討させていただきますが、思いとしては、保安水

準の向上に資するようにちゃんと創意工夫をして、今のモデル保安業務規程の内部規程を

書いていただき、それを実践していただくことが非常に大事だと思っていまして、それが

よりわかるような内容に工夫、修正は検討させていただければというのがまず一点でござ

います。 

 もう一つが、資料４―４の監督者のところで、事業所の長をもって充てるとしておきな

がら、２ページの上から８行目のところに「保安業務監督者に「事業所の長」以外の者を

もって充てる形で作成することも差し支えない。」とさせていただいています。 

このケースで想定されるのが、会社によっては事業所の長が事務系の方とか、必ず監督

者の資格をもっているかどうかというところ、なるべく取るようにするということが基本
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なのかもしれませんが、事業所の長＝監督者ではないケースも想定されるということで、

ここは実際にどういう形の組織で監督者を置くのかというところは、今の別表１で系統の

事業所ごとに誰を監督者にするかという中で、本省なり産業保安監督部で適正かどうかと

いうのは確認等をさせていただきたいと考えているところでございます。 

○倉渕座長  よろしいでしょうか。 

○赤穂委員  はい。 

○倉渕座長  それでは、三浦委員お願いいたします。 

○三浦委員  今の室長の説明で安心したところはありますが、それとは別に、４―４と

いうのが、かなり肝で、ここまでコンパクトにまとめるのはかなり大変だったと思います

が、この中に書いてある留意点というのは、本当に必須で組み込んでいただきたいと思い

ます。 

私たち消費者は、小売事業者を選択するときに、どの事業者がどのぐらい優れた保安を

やってくれているかというのは、外から見ると本当にわからないんですね。役務の提供の

内容がわからない、だからこそ、事業者さんがきちんと業務規程をお作りになって、４―

４の６ページに、「保安の水準を向上するために積極的な自主保安活動が重要であること

から、内部規程を作成し、自発的に自主保安を盛り込んでいくことが求められる。」と書

いてありますが、文章だけのことではなくて事業者としては真剣にここを踏まえて、作る

だけではなくてきちんと実行をしていただけるようにお願いしたいと思います。よろしく

お願いします。 

○倉渕座長  ありがとうございました。 

 資料４―４の留意点の重要性についての御指摘がございました。これは室長、新規参入

者の皆様に留意点をどのように伝達されるお考えなのでしょうか。 

○大本ガス安全室長  この留意点につきましても、御指摘いただいたものを、またブラ

ッシュアップして整理していただくことはさせていただければと思いますし、ガス小売事

業者につきましては、登録を申請してくることも今後想定されるということ、また、保安

業務規程を提出することも想定されます。これにつきましては、本省また産業保安監督部

と連携しながら、ガス事業者との関係においても、こういう留意点に関しては説明会なり

周知を図っていきたいと思います。また審査の中でも、そういう留意点というのは確認等

をしていきたいと考えているところでございます。 

○倉渕座長  よろしいでしょうか。 
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○三浦委員  はい。 

○倉渕座長  ほかにいかがでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、ありがとうございました。御指摘があった部分の修正等につきましては、私

に御一任いただきたいと考えますが、よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 以上で本日の議題は終わりですが、全体を通じて何か御質問等ございますでしょうか。 

 内倉委員どうぞ。 

○内倉専門委員  本ＷＧは都市ガス関係の検討や報告をなされる場でありますが、少し

時間をいただきまして１つだけ、熊本地震におけるＬＰガスの対応を簡単に説明させてい

ただければと存じます。 

 最初に、このたびの地震により被災された皆様方に対しまして、心よりお見舞い申し上

げます。まず熊本県におきましては、当時ＬＰガスを御利用いただいているお客様の戸数

が49万8,049戸ありまして、そこへ434のＬＰガス販売事業者が供給しておりました。また、

同様に大分県におきましては、お客様の戸数が38万1,849戸ありまして、そこへ245のＬＰ

ガス販売事業者が供給しておりました。このＬＰガス販売事業者の中には、社屋等の倒壊

等、また従業員は避難所への避難というような事業者もありましたが、そうした事業者、

従業員等も含め、多くの関係者が余震等の続く中、二次災害等を防止するため、お客様宅

の安全点検を最優先に実施し、さらにお客様に１日も早くＬＰガスを御利用いただくため

に全力で復旧作業を行ってまいりました。そうした早急な安全点検等を実施したことによ

りまして、ＬＰガスに起因する事故は１件も発生しておりません。 

 一方、ＬＰガスの復旧でございますが、家屋の倒壊等で帰宅できないお客様宅を除き、

大分県においては４月20日、熊本県におきましては４月25日に復旧した旨の報告を両県か

らいただきました。このようにＬＰガスの復旧が早い特性としましては、皆様御承知のと

おりＬＰガスは都市ガスや電力等の系統供給とは違いまして、ベースがお客様宅、個々へ

の分散型供給になっておりますことから、配管等の点検や復旧が短時間でできること、ま

たお客様宅の容器には、軒下在庫として万が一配送が滞った場合でもガス切れを起こさな

いように常時１カ月程度御利用いただける分がストックされております。そういったこと

から、すぐに供給が滞る心配がないということが挙げられます。 

 今後は、仮設住宅の着工等が進められていきますことから、ＬＰガス販売事業者等にお
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きましても、ライフラインを担っている者として、その着工等にも協力するなど、１日も

早く復興できるよう懸命に努力していく所存でございます。 

 つきましては、行政並びにここに御出席の皆様方におかれましても、御支援、御協力を

いただければと存じます。以上、ＬＰガス関係の地震報告でございます。 

○倉渕座長  情報提供ありがとうございます。ただいまの件につきまして、何かござい

ますか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、本ＷＧも本日で６回を重ねましたけれども、一応一区切りということでござ

います。委員の皆様の御協力も得まして、私も何とか任務を全うすることができたと考え

ております。皆様には深く感謝いたします。 

 全体を通して三木審議官から、何かございますでしょうか。 

○三木審議官  ありがとうございます。本日も含めまして、委員の皆様から活発な御審

議、御意見をいただきましてありがとうございます。本日は、保安対策ＷＧとしての報告

書（案）、それから連携・協力ガイドライン、モデル保安業務規程について、基本的に御

了承いただいて、御意見を踏まえて必要な修正をいたしますけれども、倉渕座長とも御相

談をしまして、６月17日の親委員会のガス安全小委員会に報告し、お諮りをしたいと思っ

ております。また、６月17日のガス安全小委員会では、熊本地震の振り返りを少し小委員

会の観点からもしていただく予定にしております。どうもありがとうございました。 

○倉渕座長  ありがとうございました。それでは、事務局から今後の進め方について説

明をお願いいたします。 

○大本ガス安全室長  ありがとうございました。今後の進め方につきましては、三木審

議官から話がございましたように６月17日のガス安全小委員会で、必要な修正の上、御審

議いただく予定にしてございます。 

 本日の議事要旨につきましては、事務局で作成し、ホームページ上に公開したいと考え

ております。また、議事録につきましては、委員の皆様に御確認いただいた上で公開する

ことを予定しています。追って事務局より確認依頼をさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

○倉渕座長  それでは、これまで委員の皆様には活発な御議論をいただきまして誠にあ

りがとうございました。以上をもちまして、本日の会議を終了いたします。 

                                ――了―― 


